
 

1
 

 



  

2 

新
潟
県
条
例
第
3
2
号
 

新
潟
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

 
新
潟
県
手
数
料
条
例
（
平
成
1
2
年
新
潟
県
条
例
第
５

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（
以

下
「
改

正
部

分
」

と
い

う
｡
)
を

当
該
改

正
部

分
に

対
応

す
る

同
表

の
改
正
後
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
に
改
め
る
。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

別
表

（
第
３
条
関
係
）
 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

 
(
6
)
 
土
木
部
関
係
 

 
対

象
と

な

る
事
務
 

名
 

称
 

区
 

分
 

金
 
額

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

4
0

の ２
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律

（
平

成
2
7

年
法

律
第

5
3
号
）

第

1
2
条
第

１

項
又

は
第

1
3
条
第

２

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
 

建
築

物

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

適
合

性

判
定

手

数
料
 

(
1
)
 
認

定
建

築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

性
能

向

上
計

画
に

係

る
他

の
建

築
物

（
建

築
物

の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性

能
の

向

上
等
に
関
す
る

法
律

第
3
7
条

に
規
定
す
る
認

定
建

築
物

エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能

向
上

計

画
に

同
法

第

3
4
条

第
３

項

各
号
に
掲
げ
る

事
項

が
記

載

さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
同

項
に
規
定
す
る

（
略

）
 

別
表
（

第
３

条
関

係
）

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
（

略
）

 

 
(
6
)
 
土

木
部
関

係
 

 
対

象
と

な

る
事

務
 

名
 
称
 

区
 
分
 

金
 
額
 

（
略

）
 

 
 

 
 

 
4
0

の ２
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
7
年

法

律
第

5
3

号
）

第
1
2

条
第

１
項

又
は

第
1
3

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

 

建
築

物

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

適
合

性

判
定

手

数
料
 

(
1
)
 
認

定
建

築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

性
能

向

上
計

画
に

係

る
他
の
建
築
物

（
建

築
物

の

エ
ネ
ル
ギ
ー

消

費
性

能
の

向

上
に
関
す
る
法

律
第

37
条

に

規
定
す
る
認
定

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー

消
費

性

能
向

上
計

画

に
同

法
第

3
4

条
第

３
項

各

号
に
掲
げ
る
事

項
が
記
載
さ
れ

て
い
る
場

合
に

お
け
る
同

項
に

規
定
す
る
他
の

（
略
）
 



  

3 

他
の

建
築

物

を
い
う
。
4
0
の

３
の
項
に
お
い

て
同
じ
｡
)
の
場

合
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

4
0

の ３
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

1
2
条
第

２

項
又

は
第

1
3
条
第

３

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

 
 

4
0

の ４
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則

（
平

成
2
8

年
国

土
交

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

建
築

物
を

い

う
。
4
0
の
３
の

項
に
お
い
て
同

じ
｡
)
の
場
合
 

 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

4
0

の ３
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

第
1
2

条
第

２
項

又
は

第
1
3

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

 

 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

4
0

の ４
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
平

成
2
8
年

国

土
交

通
省

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 



  

4 

通
省

令
第

５
号

）
第

1
1
条
の

規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

軽
微

な
変

更
に

関
す

る
証

明
書

の
交

付
 

 
 

 
 

4
1
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

3
4
条
第

１

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る
審
査
 

建
築

物

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

向
上

計

画
認

定

申
請

手

数
料
 

 
１

件
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
を

合

算
し

た
額

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
3
5
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
額

に
建

築
確

認
等

手
数

料
額

を
加

え
た

額
）

 

(
1
)
 
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

1
1

条
第

１
項

に
規

定
す

る
住

宅
部

分

（
以

下
「

住
宅

部
分

」
と

い
う

｡
)

に
つ

い
て

は
、
次

に
掲

げ
る

額
 

ア
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床
面

積

（
以

下
「

戸
建

て
住

宅
面

積
」

と
い

う
｡
)
が

2
00
平

方
メ

ー
ト

ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

3
2
,
2
0
0
円

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
35

条
第

１
項

の
基

令
第

５

号
）

第
1
1

条
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

の
軽

微
な

変
更

に
関

す
る

証
明

書
の

交
付

 

 
 

 
 

 
4
1
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

第
3
4

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

建
築

物

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

向
上

計

画
認

定

申
請

手

数
料
 

 
１

件
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
を

合

算
し

た
額

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

3
5
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築
確
認
等
手
数
料
額
を
加
え
た
額
）
 

 (
1
)
 
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

第
1
1
条

第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
（
以

下
「

住
宅

部
分

」
と

い
う

｡
)
に

つ

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床
面

積

（
以

下
「

戸
建

て
住

宅
面

積
」

と
い
う
｡
)
が
2
00
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

3
2
,
2
0
0
円

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

3
5
条

第
１

項
の

基
準



  

5 

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
（

以
下

こ
の

項
及

び
42

の
項

に
お

い
て

「
技

術
的

審
査

」
と

い
う

｡
)
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

5
,
8
00
円

)
 

イ
～

カ
 
（

略
）

 

(
2
)
 
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

1
1

条
第

１
項

に
規

定
す

る
非

住
宅

部

分
（

以
下

「
非

住
宅

部
分

」
と

い

う
｡
)
で

標
準

入
力

法
等

に
よ

る
基

準
（

基
準

省
令

第
1
0
条

第
１

号
ロ

(
1
)
の

基
準

を
い

う
。

4
2
の

項
に

お

い
て

同
じ

｡
)
に

適
合

す
る

か
ど

う

か
の

審
査

を
行

う
も

の
に

つ
い

て

は
、

次
に

掲
げ
る

額
 

ア
～

キ
 
（

略
）

 

(
3
)
 
（

略
）
 

4
2
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

3
6
条
第

１

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

の
変

更
の

認
定

の
申

建
築

物

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

向
上

計

画
変

更

認
定

申

請
手

数

料
 

（
略
）
 

 
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
場

合
 

１
件

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

を
合

算
し

た
額

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
3
6
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る

同
法

第
3
5
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る

申
出

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
額

に
建

築
確

認
等

手
数

料
額

を
加

え
た

額
）

 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略

）
 

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

審
査

（
以

下
こ

の
項

及
び

4
2
の

項
に

お
い

て
「

技
術

的
審

査
」

と
い

う
｡
)
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ

っ

て
は
、
5
,
8
0
0円

)
 

イ
～
カ
 
（
略
）
 

(
2
)
 
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

第
1
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

非
住

宅
部

分

（
以
下
「
非
住
宅
部
分
」
と
い
う
｡
)

で
標
準
入
力
法
等

に
よ
る
基
準
（
基

準
省
令
第
1
0
条
第
１
号
ロ
(
1
)
の
基

準
を

い
う

。
4
2
の

項
に

お
い

て
同

じ
｡
)
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

行
う

も
の

に
つ

い
て

は
、

次

に
掲
げ
る
額
 

ア
～
キ
 
（
略
）
 

(
3
)
 
（
略
）
 

4
2
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

第
3
6

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

変
更

の
認

定
の

申
請

建
築

物

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

向
上

計

画
変

更

認
定

申

請
手

数

料
 

（
略
）
 

 
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
場

合
 

１
件

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

を
合

算
し

た
額

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

3
6
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

3
5
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

建
築

確
認

等
手

数
料

額
を

加
え

た
額
）
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 



  

6 

請
に

対
す

る
審
査
 

 
 

4
3
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

4
1
条
第

１

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

に
適

合
し

て
い

る
旨

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査
 

建
築

物

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

基
準

適

合
認

定

申
請

手

数
料
 

 
１

件
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
を

合

算
し

た
額

 

(
1
)
 
住

宅
部

分
で

性
能

基
準

（
基

準

省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
ロ
(1
)

の
基

準
を

い
う

｡
)
に

適
合

す
る

か

ど
う

か
の

審
査

を
行

う
も

の
に

つ

い
て

は
、

次
に
掲

げ
る

額
 

ア
 
戸

建
て
住
宅

面
積

が
2
0
0平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
3
2
,
2
0
0
円

（
建

築
物

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１

項
第

３
号

の
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

技
術

的
審

査
」

と
い

う
｡
)
を

行
わ

な
い

場
合

に

あ
っ

て
は

、
5
,8
0
0
円

）
 

イ
～

カ
 
（

略
）

 

(
2
)
～

(
4
)
 
（
略

）
 

 
 

(
6
)
の

２
～
(
9
) 

（
略
）
 

に
対

す
る

審
査

 
 

 
4
3
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

第
4
1

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
基

準
に

適
合

し
て

い
る

旨
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

建
築

物

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

基
準

適

合
認

定

申
請

手

数
料
 

 
１

件
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
を

合

算
し
た
額
 

(
1
)
 
住

宅
部

分
で

性
能

基
準

（
基

準

省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
ロ
(1
)

の
基

準
を

い
う

｡
)
に

適
合

す
る

か

ど
う

か
の

審
査

を
行

う
も

の
に

つ

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 
戸
建
て
住
宅
面
積
が
2
0
0
平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
3
2
,
2
0
0
円

（
建

築
物

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

１
項

第
３

号
の

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

審
査

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
技

術
的

審
査

」
と

い
う

｡
)
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ

っ
て
は
、
5
,
8
00
円
）
 

イ
～
カ
 
（
略
）
 

(
2
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

 
 

 
(
6
)
の

２
～

(9
)
 
（

略
）
 

附
 
則
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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